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小
田
急
線
連
続
立
体
交
差
事
業(

喜
多
見
・
梅
ケ
丘
間)

の
認
可
と
東
京
都
実
施
の
環
境
影
響
評
価 

及
び
連
続
立
体
交
差
事
業
調
査
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

 

提 

出 

者 
 

鈴 

木 

喜 

久 

子 

 

一 

 



 

国
は
環
境
ア
セ
ス
制
度
を
法
制
化
し
て
い
な
い
が
、
国
が
関
与
す
る
大
規
模
事
業
で
あ
る
だ
け
に
、
こ
の
調
査

を
通
じ
て
、
事
前
に
幾
つ
か
の
代
替
案
の
総
合
ア
セ
ス
を
自
治
体
に
あ
ら
か
じ
め
行
わ
せ
、
認
可
の
参
考
と
す
る

と
い
う
行
政
手
続
き
を
行
っ
て
い
る
こ
と
は
意
義
あ
る
こ
と
で
あ
る
。 

連
続
立
体
交
差
事
業
は
単
に
鉄
道
と
道
路
の
平
面
交
差
・
踏
切
を
解
消
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
都
市
づ
く
り
の

根
幹
を
な
す
事
業
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
線
増
が
伴
う
場
合
に
は
、
大
都
市
の
交
通
体
系
を
含
め
た
都
市
基
盤
の

在
り
方
を
決
定
す
る
極
め
て
重
要
な
事
業
で
あ
り
、
国
も
応
分
の
補
助
金
を
提
供
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
も

調
査
の
段
階
か
ら
国
が
補
助
金
を
出
し
、
建
設
省
が
調
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
も
つ
く
っ
て
、
総
合
ア
セ
ス
を
含
む
「
連

続
立
体
交
差
事
業
調
査
」
が
必
ず
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。 

小
田
急
線
連
続
立
体
交
差
事
業(

喜
多
見
・
梅
ケ
丘
間)

の
認
可
と
東
京
都
実
施
の
環
境
影
響
評
価 

及
び
連
続
立
体
交
差
事
業
調
査
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

三 

 



 

さ
ら
に
、
事
業
化
に
あ
た
っ
て
自
治
体
が
独
自
に
持
っ
て
い
る
条
例
に
よ
り
行
っ
て
い
る
環
境
影
響
評
価
は
、

こ
の
事
業
に
よ
る
環
境
問
題
を
配
慮
す
る
上
で
不
可
欠
で
あ
る
。 

東
京
都
の
場
合
、
環
境
影
響
評
価
条
例
は
九
条
一
項
第
三
号
に
代
替
案
の
経
過
を
記
載
す
る
こ
と
が
義
務
付
け

ら
れ
て
あ
り
、
連
続
立
体
交
差
事
業
の
よ
う
に
代
替
案
の
検
討
が
行
政
手
続
き
に
内
包
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
事
案

に
関
し
て
は
、
住
民
参
加
や
情
報
公
開
も
保
証
し
て
、
代
替
案
の
経
過
を
含
め
て
計
画
事
業
案
の
環
境
ア
セ
ス
の

成
否
を
検
討
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。 

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
等
、
現
行
の
自
治
体
の
環
境
ア
セ
ス
条
例
と
政
府
が
実
質
的
に
関
与
し
行
っ
て
い

る
連
続
立
体
交
差
事
業
調
査
の
よ
う
な
総
合
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
含
む
調
査
手
続
き
と
の
リ
ン
ケ
ー
ジ
の
構
造
と
そ

の
実
際
の
運
用
の
在
り
方
は
、
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
が
国
の
法
律
と
し
て
法
制
化
さ
れ
て
い
な
い
現
状
を
考
え
る

と
き
、
日
本
の
環
境
政
策
上
、
極
め
て
重
要
で
あ
る
。 

小
田
急
線
の
連
続
立
体
交
差
事
業
調
査
は
、
国
庫
補
助
を
受
け
東
京
都
に
よ
り
、
昭
和
六
二
年
度
と
六
三
年
度 

四 

 



 

の
二
年
間
に
わ
た
り
、
喜
多
見
・
東
北
沢
間
に
つ
い
て
、
実
施
さ
れ
て
い
る
。
東
京
都
は
、
こ
の
調
査
に
基
づ
き

な
が
ら
、
本
年
一
月
、
梅
ケ
丘
・
東
北
沢
間
を
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
し
た
ま
ま
、
喜
多
見
・
梅
ケ
丘
間
の
み
の
都
市

計
画
変
更
案
を
ま
と
め
、
同
時
に
東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
基
づ
く
評
価
書
案
を
作
成
し
、
所
定
の
手
続
き

を
す
す
め
た
。 

こ
の
不
当
性
・
違
法
行
為
の
指
摘
の
主
要
な
意
見
は
都
条
例
に
よ
る
正
規
の
意
見
書
で
も
提
出
さ
れ
、
ま
た
こ

の
意
見
書
は
内
閣
総
理
大
臣
や
関
係
閣
僚
、
東
京
都
知
事
に
も
提
出
さ
れ
て
い
る
。 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
小
田
急
線
連
続
立
体
交
差
事
業
の
環
境
影
響
評
価
書
案
と
そ
の
手
続
き
に
つ
い
て
、
中
央
公

害
対
策
審
議
会
委
員
の
長
田
泰
公
氏(
共
立
女
子
短
大
助
教
授
、
元
国
立
公
衆
衛
生
院
院
長)

な
ど
の
鉄
道
公
害
の

専
門
家
を
始
め
、
法
律
家
や
政
治
学
者
、
さ
ら
に
は
多
く
の
市
民
か
ら
、
科
学
的
技
術
的
あ
や
ま
ち
の
み
な
ら 

 

ず
、
代
替
案
検
討
の
記
載
義
務
違
反
、
コ
マ
ギ
レ
ア
セ
ス
禁
止
条
項
違
反
等
の
条
例
違
反
、
す
な
わ
ち
違
法
行
為

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

五 

 



 

公
共
投
資
の
在
り
方
は
、
国
が
地
方
自
治
体
と
の
調
整
を
行
い
つ
つ
適
正
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。
条
例
違
反
を
犯
し
適
正
な
判
断
を
著
し
く
阻
害
す
る
形
で
都
市
計
画
が
決
定
さ
れ
る
の
で

あ
れ
ば
、
そ
の
誤
り
は
国
政
が
是
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
る
。 

そ
れ
ば
か
り
か
、
東
京
都
は
同
都
市
計
画
変
更
案
に
つ
い
て
、
一
二
月
一
八
日
開
催
の
東
京
都
都
市
計
画
地
方

審
議
会
に
追
加
議
題
と
し
て
は
か
り
、
決
定
を
強
行
し
よ
う
と
さ
え
し
て
い
る
。 

と
こ
ろ
が
、
東
京
都
知
事
と
そ
の
諮
問
機
関
で
あ
る
東
京
都
環
境
影
響
評
価
審
議
会(

船
後
正
道
会
長)

は
こ
の

違
法
性
の
指
摘
に
つ
い
て
、
審
査
す
る
こ
と
を
も
避
け
、
条
例
に
違
反
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
た
環
境
影
響
評
価

書
案
の
や
り
直
し
を
命
ず
る
こ
と
な
く
こ
れ
を
追
認
し
、
所
定
の
手
続
き
を
完
了
し
よ
う
と
し
て
い
る
。 

一 

連
続
立
体
交
差
事
業
認
可
と
審
査
に
つ
い
て 

(1) 

連
続
立
体
交
差
事
業
は
補
助
金
を
伴
う
認
可
事
業
で
あ
る
。
補
助
金
を
出
す
以
上
、
適
法
、
適
正
に
行
わ 

そ
こ
で
、
以
下
の
諸
点
に
つ
い
て
尋
ね
る
。 

六 

 



 

二 

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
違
反
し
た
都
市
計
画
事
業
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て 

(2) 

認
可
事
業
の
手
続
き
に
お
い
て
、
地
方
自
治
体
が
条
例
違
反
を
犯
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場

合
、
国
は
地
方
自
治
体
に
対
し
ど
の
よ
う
な
指
導
を
行
う
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
の
九
条
一
項
第
三
号
に
あ
る
代
替
案
の
記
載
義
務
違
反
、
二
以
上
の
関
連
す
る

事
業
を
行
う
と
き
は
合
わ
せ
て
環
境
影
響
評
価
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
九
条
二
項
違
反
、
粉
塵
な
ど

の
予
測
評
価
項
目
の
欠
如
は
多
く
の
識
者
の
指
摘
す
る
所
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
東
京
都
は
自
ら
が
事
業
主
体

で
あ
る
こ
の
事
業
に
つ
い
て
、
違
法
性
に
つ
い
て
不
問
に
付
し
た
ま
ま
、
手
続
き
を
す
す
め
よ
う
と
し
て
い 

 

る
。
都
市
計
画
事
業
の
認
可
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
事
業
の
手
続
き
が
条
例
と
い
え
ど
も
適
法
に
行
わ
れ
て
い

な
い
場
合
に
は
認
可
す
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
違
法
性
の
指
摘
に
つ
い
て
国
は
ど
の
よ
う
に
判
断
さ 

れ
て
い
る
か
ど
う
か
の
判
断
が
必
要
と
思
わ
れ
る
が
、
条
例
と
の
関
係
、
調
査
報
告
の
整
合
性
等
、
い
か
な

る
審
査
を
行
っ
て
い
る
か
。 

七 

 



 

三 

小
田
急
線
連
続
立
体
交
差
事
業
の
費
用
試
算
に
つ
い
て 

(1) 

東
京
都
は
本
年
一
月
の
都
市
計
画
案
説
明
会
で
該
当
区
間
を
地
下
式
で
線
増
連
続
立
体
化
し
た
場
合
の
費 

れ
る
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

東
京
都
は
小
田
急
線
連
続
立
体
交
差
事
業(

喜
多
見
・
梅
ケ
丘
間)

費
用
に
つ
い
て
、
連
続
立
体
交
差
事
業
調

査
に
基
づ
き
、
高
架
化
の
場
合
は
一
九
〇
〇
億
円
、
地
下
化
の
場
合
は
三
〇
〇
〇
億
円
か
ら
三
六
〇
〇
億
円
と

試
算
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
東
京
地
裁
民
事
二
部
で
係
争
中
の
住
民
訴
訟(

事
件
番
号
平
成
二
年
〔
行
ウ
〕 

 

二
三
二
、
平
成
二
年
〔
行
ウ
〕
第
二
三
三
、
平
成
二
年
〔
行
ウ
〕
二
三
四)

の
法
廷(

平
成
四
年
一
一
月
二
日)

で
の

力
石
定
一
法
政
大
学
工
学
部
教
授(
環
境
経
済)

の
証
言
に
よ
る
と
、
地
下
化
費
用
は
一
九
五
二
億
円
と
試
算
さ

れ
、
東
京
都
の
試
算
し
た
高
架
事
業
費
一
九
〇
〇
億
円
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
が
な
い
。
ま
た
、
東
京
都
環
境
影

響
評
価
審
議
会
審
議
に
基
づ
く
都
知
事
の
意
見
書
で
も
騒
音
振
動
対
策
を
十
分
に
施
す
必
要
を
指
摘
し
て
い 

る
。
こ
の
指
示
に
従
う
だ
け
で
も
高
架
化
の
事
業
費
は
更
に
膨
れ
上
が
る
可
能
性
が
あ
る
。 

八 

 



 

(3) 

力
石
定
一
教
授
の
法
廷
で
の
証
言
に
よ
る
と
、
該
当
区
間
の
複
々
線
地
下
化
方
式
は
上
下
垂
直
方
式
シ
ー

ル
ド
工
法
で
行
う
と
す
れ
ば
、
駅
及
び
駅
中
間
部
の
土
木
工
事
費
一
二
五
三
億
円
、
軌
道
設
備
費
七
四
億 

 

円
、
電
気
設
備
費
四
二
億
円
、
機
械
設
備
費
三
五
億
円
、
そ
の
他
一
七
億
円
、
設
計
監
理
費
一
九
一
億
円
、 

(2) 

東
京
都
の
試
算
す
る
高
架
式
一
九
〇
〇
億
円
に
つ
い
て
、
本
年
一
月
一
四
日
付
け
の
答
弁
書
で
は
、
「
全 

体
事
業
費
の
内
訳
等
に
つ
い
て
は
、
建
設
省
は
承
知
し
て
い
な
い
」
と
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
事

業
費
及
び
工
期
の
点
で
優
れ
て
い
る
」
と
い
う
東
京
都
の
判
断
を｢

建
設
省
と
し
て
も
了
解
し
て
い
る｣(

平
成

三
年
一
〇
月
二
二
日
付
け
答
弁
書
）
と
い
う
の
は
極
め
て
不
可
解
で
あ
る
。
そ
の
後
調
査
さ
れ
た
か
否
か
。

調
査
さ
れ
た
と
し
た
ら
、
内
訳
及
び
積
算
の
根
拠
と
な
っ
た
基
礎
デ
ー
タ
を
示
さ
れ
た
い
。 

用
を
三
〇
〇
〇
億
円
か
ら
三
六
〇
〇
億
円
と
す
る
資
料
を
配
布
し
た
。
こ
の
数
字
は
昭
和
六
二
年
度
六
三
年

度
実
施
の｢

連
続
立
体
交
差
事
業
調
査｣

に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
の
か
否
か
。
ま
た
、
そ
の
試
算
根
拠
に
つ
い

て
国
は
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
て
い
る
か
。 

九 

 



 

四 

連
続
立
体
交
差
事
業
調
査
の
実
体
に
つ
い
て 

(1) 

連
続
立
体
交
差
事
業
調
査
を
行
う
に
あ
た
っ
て
の
「
建
設
省
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。
マ

ニ
ュ
ア
ル
で
あ
る
以
上
、
地
方
自
治
体
及
び
事
業
者
に
は
当
然
公
開
さ
れ
て
い
る
の
で
、
詳
細
を
明
ら
か
に

さ
れ
た
い
。 

(4) 

在
来
線
の
騒
音
・
振
動
に
対
す
る
環
境
対
策
は
国
も
環
境
基
準
の
整
備
に
む
け
て
現
在
検
討
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
新
幹
線
基
準
は
ク
リ
ヤ
ー
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
環
境
影
響
評
価

手
続
き
の
中
で
東
京
都
知
事
は
意
見
書
に
新
幹
線
基
準
を
ク
リ
ヤ
ー
す
る
こ
と
等
、
騒
音
・
振
動
対
策
を
盛

り
込
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
騒
音
・
振
動
対
策
を
盛
り
込
ん
だ
場
合
、
高
架
化
事
業
費
は
ど
の
く
ら
い
に
な

る
と
考
え
て
お
ら
れ
る
か
。 

用
地
買
収
費
三
四
〇
億
円
、
合
計
一
九
五
二
億
円
で
実
現
で
き
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
数
字
は
妥
当
で
あ
る

と
考
え
る
か
否
か
を
問
う
。 

一
〇 

 



 

五 

小
田
急
線
連
続
立
体
交
差
事
業
調
査
に
つ
い
て 

(3) 

現
在
ま
で
に
行
わ
れ
た
調
査
の
事
例
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

(1) 

平
成
三
年
一
〇
月
二
二
日
付
け
答
弁
書
で
は
「
ご
指
摘
の
調
査
の
内
容
及
び
結
果
に
つ
い
て
、
建
設
省 

 

は
、
東
京
都
か
ら
報
告
を
受
け
て
い
る
が
、
調
査
報
告
書
と
い
う
文
書
の
受
領
は
し
て
い
な
い
。
」
と
し
て
い

る
。
さ
ら
に
「
関
連
す
る
文
書
の
す
べ
て
を
公
表
さ
れ
た
い
」（
平
成
三
年
一
二
月
一
九
日
付
け
質
問
主
意
書
）

と
の
質
問
に
対
し
、
一
月
一
四
日
付
け
答
弁
書
で
は
「
御
指
摘
の
調
査
報
告
に
相
当
す
る
文
書
は
、
建
設
省 

(2) 
実
施
さ
れ
た
連
続
立
体
交
差
事
業
調
査
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
、
国
に
報
告
さ
れ
、
国
は
ど
の
よ
う
な

審
査
を
行
う
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

一
方
、
平
成
三
年
九
月
六
日
の
衆
議
院
建
設
委
員
会
で
の
答
弁
で
は
「
極
め
て
具
体
的
な
調
査
報
告
を
か

な
り
の
期
間
に
わ
た
り
ま
し
て
詳
細
に
聴
取
し
て
い
る
」
と
な
っ
て
い
る
。 

に
は
存
在
し
な
い
。
」
と
し
て
い
る
。 

一
一 

 



 

 

一
二 

調
査
報
告
に
相
当
す
る
報
告
文
書
も
存
在
し
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
報
告
は
口
頭
で
行
わ
れ
る
の
か
。
そ

れ
と
も
、
紛
失
さ
れ
た
の
か
。
職
務
上
の
責
任
の
所
在
も
含
め
、
改
め
て
問
う
。 

(2) 

連
続
立
体
交
差
事
業
調
査
は
事
業
化
の
目
途
が
立
っ
た
も
の
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
小
田

急
線
連
続
立
体
交
差
事
業
調
査
は
東
北
沢
・
喜
多
見
間
で
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
調
査
に
基
づ
く
都
市
計

画
変
更
案
は
喜
多
見
・
梅
ケ
丘
間
で
あ
り
調
査
の
一
部
を
実
施
し
よ
う
と
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
都
市
計

画
変
更
の
手
法
と
し
て
も
調
査
区
間
全
体
で
な
く
一
部
に
限
定
し
て
行
う
こ
と
は
異
例
か
つ
都
市
計
画
変
更

の
認
可
審
査
に
あ
た
っ
て
も
不
都
合
な
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
手
法
を
許
し
て

い
る
の
か
根
拠
を
問
う
。 

右
質
問
す
る
。 


